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第３回 瑞浪市まちづくり条例審議会 

会 議 録（案） 

 

日 時：平成２６年９月１６日（火） 午後７時００分～午後９時０５分 

場 所：市役所 ２階大会議室 

 

日程 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．前回会議の結果について・・・資料１ 

４．協議事項 

（１）瑞浪市まちづくり基本条例（第４案）について・・・追加資料 1 

 

 

 

５．その他 

  今後の予定について・・・資料 3 

 

６．閉会 

 

≪配布資料≫ 

資料 1  第２回瑞浪市まちづくり条例審議会会議録 

資料 2  瑞浪市まちづくり基本条例（案） 

資料 3  まちづくり基本条例 議案上程スケジュール 

追加資料 1  瑞浪市まちづくり基本条例（第４案） 

追加資料 2  瑞浪市まちづくり市民会議設置条例（案） 

 

 

出席者 

出席委員   

加藤 博之 

伊藤 光昭 

 中山 征治 

 水野 勝人 
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 古田 憲三 

 中根 圭一 

 鈴木 誠 

 林 勇人 

 西尾 紬 

 小倉 由佳梨 

 田中 茂 

 山内 正雄 

 宮地 友実 

 

欠席委員 

 永井 恒 

 板橋 仁晃 

 大森 建生 

 渡邊 勝利 

 小木曽 正尚 

【名簿順 敬称略】 

 

 

事務局 渡邉 俊美（まちづくり推進部長） 

    鈴木 創造（市民協働課長） 

    梅村 修司（市民協働課課長補佐兼まちづくり支援係長） 

    隅田 一弘（市民協働課まちづくり支援係主査） 
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１．開会 

事務局     こんばんは。定刻となりましたので、ただ今から第３回瑞浪

市まちづくり条例審議会を開催させていただきます。 

        本日の会議につきましては、５名の委員が欠席されています

が、出席委員が過半数に達しており、会議は成立しております

のでご報告させていただきます。なお、この会議は公開会議と

なっておおります。傍聴者の方が来られましたら入室いただき

ますのでよろしくお願いします。 

        ここで、渡邉まちづくり推進部長よりごあいさつを申し上げ

ます。 

渡邉部長    こんばんは。平日の夜にもかかわらずご出席をいただきあり

がとうございます。 

        現在、９月議会の開催中です。議会では、このまちづくり基

本条例に先立ち、議会基本条例が制定されました。この議会基

本条例は、議員の果たすべき役割や議会の基本的な事項につい

て定めた条例です。このまちづくり基本条例も、市民、議会、

行政の果たすべき責務や役割について定め、市民主体のまちづ

くりを進めるための、市にとって大変重要な条例となります。

今回で３回目の審議会となりますが、慎重審議をお願いしまし

て、簡単ですがあいさつに代えさせていただきます。 

事務局     ここで、本日の会議資料の確認をさせていただきます。配布

資料につきましては、レジメの最下段に記載しておりますが、

資料 1 から資料 3 までは事前にお送りしております。また本日

の追加資料としまして、追加資料 1 瑞浪市まちづくり基本条例

（第４案）、追加資料 2瑞浪市まちづくり市民会議設置条例（案）

がございます。過不足等があれば事務局までお申し出ください。 

        よろしかったでしょうか。それでは、レジメに沿って進めさ

せていただきますが、冒頭部分は便宜上事務局で進めさせてい

ただきます。 

 

２．会長あいさつ 

事務局     では、中山会長からごあいさつをいただきます。 

中山会長    皆さんこんばんは。今日は７時からの会議ということですが、

皆さんそれぞれお忙しい中、またお疲れの中お集まりをいただ

きありがとうございます。今日は、パブリックコメントにかけ

る条例案を皆さんで審議し、まとめることになります。前回、
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第２回の会議では、限られた時間の中ではございましたが、皆

さんに様々なご意見をいただき、条例案の最後まで審議をして

いただきました。本日も慎重審議をしていただきますよう、よ

ろしくお願いします。 

 

３．前回会議の結果について 

事務局     ありがとうございました。以降の進行は、会長の司会により

進めていただきます。会長お願いいたします。 

中山会長    レジメに沿って進めます。 

前回会議の結果についてです。資料 1 です。この会議録は、

既にご出席いただいた委員の皆さんにご確認をいただいており

ますが、前回の会議結果を踏まえたものとするために、皆さん

に再確認するものです。事務局より説明をお願いします。 

事務局    【資料１に基づき説明】 

中山会長    ありがとうございました。この会議録での意見は、今回の条

例案に反映されていると思いますが、ご意見、ご質問等があれ

ば伺います。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    それでは、特にご意見等はないようですので次に進みます。 

 

４．協議事項 

（１）瑞浪市まちづくり基本条例（案）について 

中山会長    本日の協議に入っていきます。４．協議事項の（１）瑞浪市

まちづくり基本条例（第４案）についてです。本日の追加資料 1

です。ただいま事務局から説明がありましたが、この資料は、

第２回の審議会の意見を踏まえ、その後、市役所内の法令審査

委員会で検討され、かなり修正点があるということです。その

ことを確認いただきながら順番に検討したいと思います。先ず

は、目次と前文について事務局より説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    ありがとうございました。今、目次と前文について事務局よ

り説明がありました。黒字の修正点はこの審議会委員からの意

見等により修正したところ。赤字の修正点は市の法令審査委員

会の指摘により修正したところ。青字のところは、この審議会

で再度考え方を整理するところということです。目次のところ

は、委員からの意見により修正したということです。前文のと
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ころも、法令用語上のルールによる修正は説明のあったとおり

ですが、青線のところで、「いきいきと」という表現は、事務局

案はこのまま使用したいということですが、皆さんのご意見は

いかがでしょうか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    それでは、特にご意見等はないようですので、ここは、「いき

いきと」という表現とします。 

        次に、１ページの最下段「地方自治は日本国憲法で保障され

ていますが、その本旨は、・・・」というところですが、これは、

事務局の説明のとおり、最高裁の判例でも地方自治は憲法で保

障されていると解する事例があるということですが、ここの表

現について、皆さんのご意見はどうでしょうか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、ここも、事務局案のとお

りとします。 

        では、条例の本文に入っていきます。３ページですが、第１

章総則、第１条から第２条までを検討していきたいと思います。

事務局説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

        住民については、地方自治法第１０条を抜粋し説明。 

        市民とは市に居住する住民に市内に通勤・通学する人、市内

で活動する個人・法人・その他の団体を加えることとして説明。 

        市民を広義にとらえた理由として次のように説明。この条例

は、瑞浪市の自治体運営を意味する「自治」のみならず協働を

基本とした「まちづくり」全般に関する条例なので、市民を広

義にとらえることにより、条例の前文に掲げる基本理念を実現

する可能性が高まるものと考えます。 

        行政と執行機関は、同義ではなく、行政が執行機関を含む関

係にあることを説明。 

中山会長    ただ今、第１条から第２条まで説明をしていただきました。 

        第１条は、条文の「並びに」、「並びに」を削除し、「、」表記

としています。法令用語上のルールによる修正です。第２条の

定義のところは、法令用語上のルールによる修正と、説明のと

ころは書きぶりを統一したということです。その他、市民と住

民、行政と執行機関についても説明を受けました。皆さんのご

意見はいかがでしょうか。 
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委員      ４ページの第５号「行政」の説明ですが、説明がまわりくど

かった気はしますが、それはそれとして、最後の「また、執行

機関としての市長には、消防や公営企業である水道事業も含ま

れます。」ということですが、「市長には～事業が含まれる」と

いう表現で良かったのでしょうか。 

事務局     確かに「市長に～事業が含まれる」という表現はおかしいで

す。市長は水道事業の管理者ですので、表現を改めたいと思い

ます。消防についても「事務を行う。」等に改めます。 

委員      ここは、第１２条の「市長」の説明ところの表現に合わせて

説明されたら良いと思います。 

        それから、第５号の説明は少し長いので、このように改めた

ら良いと思います。「～執行機関のことを言います。なお、市長

には第１２条の説明にあるように・・・」と。「なお」の使い方

については検討いただければ良いと思いますが、少し説明が長

いので、すっきりした方が良いと思います。内容については、

これで問題ないと思います。 

中山会長    事務局、修正するということで良かったでしょうか。 

事務局     はい。再度確認をし、第５号の説明のところは修正します。

ご一任いただきたいと思います。 

中山会長    それでは、次に第３条の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

        条例の位置付け：市は、他の条例や計画を策定する際にこの

条例の考え方に整合しないような条例や計画は策定しないこと

を言います。他の条例にも言えることですが、住民以外の市民

に対しても拘束力を持ちます。 

中山会長    ただ今、第３条「条例の位置付け」についての説明がありま

したが、皆さんのご意見はいかがでしょうか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、ここも、事務局案のとお

りとします。 

        次に第２章「まちづくりの基本原則」、６ページですが、第４

条の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    ただ今、第４条「まちづくりの基本原則」についての説明が

ありましたが、皆さんのご意見はいかがでしょうか。 

委員     【意見・質問等なし】 



7 

 

中山会長    特にご意見等はないようですので、ここも、事務局案のとお

りとします。 

        次に第３章「まちづくりを担う主体」、７ページですが、第１

節「市民等」第１款「市民」。ここは、第５条と第６条の説明を

お願いします 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。ただ今、第５条、第６条の説明がありました。ここは、

法令用語上のルールによる修正ということですが、何かご意見

はどうでしょうか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、ここも、事務局案のとお

りとします。 

        次に８ページ、第７条の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

        第３項「住民は、原則として自治会へ加入しなければなりま

せん。」の記述について、再検討をお願いします。 

        「～しなければなりません。」は少し記述の仕方がきついので、

「～するものとします。」という記述ではどうでしょうか。 

中山会長    はい。ただ今、第７条の説明がありました。ここは、第７条

と第８条の「自治会」と「まちづくり推進組織」を入れ替えて、

第７条が「自治会」になっています。内容は説明にあったとお

りです。 

第３項ですが、ここでは「原則として自治会に加入しなけれ

ばなりません。」となっていますが、皆さんのご意見はいかがで

しょうか。 

委員      市内の自治会加入率はどれ位ですか。 

事務局     ７２％弱です。年々０．８％位ずつ下がっています。 

委員     「原則として」という言葉が入ると、表現は少し弱まるわけで

すよね。 

事務局     はい。しかし、「加入しなければなりません。」は、通常、例

外規定がない場合の表現ですので。「原則として加入しなければ

なりません。」というのは、少し矛盾する表現かもしれません。 

委員      前回の議論は、「加入しなければなりません。」では少し表現

がきつすぎるという議論から「原則として」を加えたらどうか

ということだったと思います。それでも表現がきつすぎるので

あれば「するものとします。」でも良いと思います。 
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委員      読んでみて、「原則として」が入っているとはいえ、後ろで「加

入しなければなりません。」と強い記述がしてあると“きつい”

と感じます。全ての市民が対象となる条例ですので、事務局案

のとおり「加入するものとします。」で良いと思います。 

委員      今、委員が言われたことは、大事なことだと思います。ここ

では、「加入することが望ましい。」ということが言いたいのだ

と思います。加入については、することが望ましい。では、「退

会」については、どういう捉え方をしたら良いのでしょうか。 

中山会長    今の意見について、他の委員どうでしょうか。 

委員      今の「退会」を含めて、これから市民がまちづくりにどのよ

うに関わるかだと思います。根幹に関わる投げかけだと思いま

す。事務局から、危惧する意見や、基本条例に反対する意見に

ついての説明がありましたが、反対意見等をすべて受けて立つ

くらいの意識改革と気概が市民に相当求められると思います。

それがまちづくり基本条例の根っこだと考えます。これからど

ういうまちづくりをしていくのかという制度設計にあたって、

「自治会」を根っこにして活動していくのか、どうするのか。

この議論が必要だと思います。そうすれば、おのずと「退会」

についてどう扱ったら良いのかができてくると考えますが、い

かがでしょうか。 

委員      すみません。丁寧に説明していただきありがとうございます。

今の意見については、よくわかるし、理解を示します。 

この第３項から読み取れることは「できるだけ自治会に加入

し、できるだけ退会はせず、自治会活動にも努めます。」という

ところでしょうか。自治会運営、自治会活動にも参加協力する

ということですから、退会については、「できれば退会しないで

ほしい。」という意味合いを持つのかもしれません。 

ここで、最高裁の判例がありますが、「自治会退会を規制でき

ない。」というものでした。つまり「退会は自由である。」とい

うものです。これは、事務局も後で調べてみてください。しか

し、最高裁は「自治会の活動について、理解と協力を示し、応

分の負担をしながら、“ただ乗り”はしてはいけない。」として

います。「自治会は地域の事情に合わせて運営され、住民は、応

分の負担をしなければならない。」ということも言っています。

ただ、「自治会を退会することはだめですよ。」ということは言

ってはいけないというものです。そうすると裏を返せば、自治
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会加入を強制することは、問題があるのかもしれません。従い

まして、先程委員が言われたように「原則として自治会へ加入

するものとします。」ということでしたら、決して加入を強制す

るものでも、退会を制限しているものでもないと思います。後

は、説明のところでしっかり説明していただければ良いと思い

ます。 

中山会長    その他、ご意見はありますか。 

        私たちは、自治会に入ってほしくて条例を作っておりますが、

皆さんのご意見をお聞きすると「住民は、原則として自治会へ

加入するものとします。」としたいと思いますが、皆さんいかが

でしょうか。 

委員     【異議なし】の声多数。 

中山会長    それでは、１０ページ、第８条「まちづくり推進組織」につ

いて、事務局、説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    ありがとうございました。ただ今、第８条の説明がありまし

た。ここも、第７条と第８条の「自治会」と「まちづくり推進

組織」を入れ替えて、第８条が「まちづくり推進組織」になっ

ています。内容は説明にあったとおりです。何かご意見はござ

いますか。 

委員      第２条の定義では、まちづくり推進組織は「～市民団体をい

います。」となっています。第８条では、まちづくり推進組織と

地域の住民との関わりが記載してあり、市民との関わりが記載

してありません。地域の住民以外の市民とまちづくり推進組織

との関わりはどのように定義或いは位置付けがされるのでしょ

うか。 

        第７条第２項では、「市民及び市は、自治会の地域自治を担う

重要な役割を認識し、その活動を尊重するものとします。」とな

っており、市民と自治会の位置付けがされています。まちづく

り推進組織への市民の参加はどのように理解すれば良いのでし

ょうか。 

        市民と住民の定義の違いは理解できますが、実際に自治会や

まちづくり推進組織が活動する具体例において、住民と市民の

区別（使い分け）が今一つはっきりしないため質問します。 

事務局     まちづくり推進組織のところで敢えて地域の住民と言ってい

るのは、まちづくり推進組織の構成員が各地区に住所を有する
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地域の住民であるので、地域の住民に活動への理解と参加を積

極的に促しています。まちづくり推進組織の活動につきまして

は、各地区それぞれで行っておられ、他地区の市民団体等と連

携して事業を行っている地区もあれば、そうでない地区もあり、

一概に規定できないのが現状です。活動を行う中での市民との

関わりは、一般的にいう市民団体と同様の扱いになるのだろう

と考えます。第８条では、市民との関わりにおいては、定義は

できていません。 

委員      今の説明で、まちづくり推進組織が地域住民による組織とい

うのであれば、第２条第３号「まちづくり推進組織」は、「～住

民団体」としないと整合性が取れないのではないでしょうか。 

委員      今の委員のご指摘は、ちょうどこの条例の議論で抜け落ちた

部分だと思います。多分その辺が根本的に市民の定義を広く捉

えて、通勤者、通学者、企業、法人等を含め、まちを良くして

いこうと言いながら、実際の活動のベースになる部分で自治会

であったり、まちづくり推進組織の取り組みにおいて、最初に

定義したような取り組みにならないところだと思います。この

条例の中には、地域としてどのように活動するべきかというと

ころが見えてきません。どうしても整合性が取れないところだ

と思います。ここは、条文を設けるべきだと思います。 

中山会長    議長が発言するべきではないかもしれませんが、私は、第２

条の定義で、まちづくり推進組織は、「～市民団体をいいます。」

と言っていて、第８条第３項で「地域の住民が参加しやすいよ

うに活動を行います。」と言っていることに矛盾は感じません。

他の皆さんのご意見をお願いします。 

委員      私が当初から言ってきた、市民と住民の整合性というのは、

このことを言っています。短時間では議論しきれないのかもし

れません。まちづくり推進組織によっては、地域住民とかけ離

れた活動になっているところもあるようで、かなり苦労してい

らっしゃるようです。事務局の説明を聞いていると、「市民を巻

き込んでのまちづくりに関する活動は、各地区のまちづくり推

進組織が考えればいいことだ。」と言われれば、そこはそうかも

しれませんが、しんどい部分もあると思います。 

委員      現状において、まちづくり推進組織の活動では、市民の参加

はどうなっていますか。 

事務局     通常は、まちづくり推進組織の収入は、自治会費を通じての
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会費で運営されている場合が多く、一般的には、地域の住民を

対象に事業や活動を行うことが多いです。ただ、イベント等で、

地域外の参加を受け入れる場合もあります。しかし、市民すべ

てを対象に事業を行わなければならないような記述はしにくい

です。 

委員      まちづくり推進組織のこれまでの活動を踏まえ、今後の活動

を限定してしまったりすることは、避けた方が良いと思います。

第２条第３号では、余計な説明を省いてしまい、「市民団体」の

「市民」を取ってしまい、「団体」としてはどうかと思います。

もし、団体に何か形容が必要な場合は、先程の意見のように「住

民団体」にしても良いでしょうし、「地域団体」、「地域住民団体」

でも良いかと思います。そうすればまちづくり推進組織の機能

を将来に渡って限定しなくて済むと思います。 

中山会長    ただ今の意見ですが、委員よろしかったでしょうか。 

委員      はい。ただ今の説明でよく分かりました。特にこだわったわ

けではありませんが、「市民団体」という言葉が気になりました。

この審議会にもまちづくり推進協議会の会長さんがおられます

が、既に地域外の市民団体と連携した活動をしているまちづく

り推進協議会もありますので、「市民団体」と「地域の住民」が

気にはなりましたが、今の説明でわかりました。 

中山会長    ありがとうございます。それでは、遡って第２条第３号「市

民団体」の「市民」を取って、「～団体をいいます。」とします。 

        それでは、次に第９条の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。ただ今、第９条の説明がありました。ここは、先程第

２条の定義で説明があった「子ども」の定義を第９条にもって

きています。何かご意見はございますか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、ここは、事務局案のとお

りとします。 

        次に第１０条「市民活動団体」、１２ページですが、説明をお

願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。第１０条の説明がありました。ここは、「ＮＰＯ法人」

を「特定非営利活動法人」に修正しています。何かご意見はご

ざいますか。 
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委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、事務局案のとおりとしま

す。 

        次に、１２ページ第２節「議会」です。事務局、第１１条の

説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。特に変更はありませんが、説明のところに「議事機関」

の説明として日本国憲法第９３条を引用したということです。

何かご意見はございますか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、事務局案のとおりとしま

す。 

        次に、１３ページ第３節「行政」です。第１款「市長」、事務

局、第１２条の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。第１２条について、何かご意見はございますか。 

委員      説明のところですが、公共的団体等とはどのような団体のこ

とでしょうか。 

事務局     例えば、商工会議所ですとか、社会福祉協議会などの公共的

な活動を行う団体です。 

委員      公共の法人と考えれば良いのでしょうか。 

事務局     民生委員児童委員協議会などの法人でない団体もあります。 

委員      わかりました。確認のために質問しました。 

中山会長    その他、いかがでしょうか。 

        ないようですので、次に１４ページ第２款「執行機関」です。

少し長いですが、事務局、第１３条から第１６条まで説明して

ください。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。第１３条から第１６条までの説明がありました。審議

会での議論の結果や法令用語上のルールによる修正がされてい

ますが、何かご意見はございますか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、事務局案のとおりとしま

す。 

        次に、１６ページ第３款「市の職員」です。第１７条につい

て、事務局の説明をお願いします。 
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事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。第１７条については、説明のところが若干修正されて

いますが、何かご意見はございますか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、事務局案のとおりとしま

す。 

        次に、１６ページ第４章「参加の仕組み」第１８条、第１９

条について、事務局の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

        住民投票：住民投票は、市長の権限だけで実施できるもので

はありません。地方自治法第７４条により、住民の５０分の１

以上の連署による住民投票条例の直接請求、市長による住民投

票条例案の提出、市議会議員の１２分の１以上の賛成による住

民投票条例案の提出を経て、市議会で審議され、可決された場

合に住民投票が実施されます。 

中山会長    はい。第１８条、第１９条について説明がありました。何か

ご意見はございますか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、事務局案のとおりとしま

す。 

        次に、１８ページ第５章「実効性の確保」第２０条について、

事務局の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1、追加資料 2 に基づき説明】 

中山会長    はい。ここは、前回の審議会で、「市民まちづくり会議」の役

割や位置付けが不明確という意見に基づき、追加資料 2 があり

ました。ただ今第２０条の説明と追加資料 2 の説明がありまし

たが、何かご意見はございますか。 

委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、事務局案のとおりとしま

す。 

        では最後に、１８ページ第５章「実効性の確保」第２１条に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

事務局    【追加資料 1 に基づき説明】 

中山会長    はい。第２１条については、説明のところで、このまちづく

り条例審議会の役割を記載しています。何かご意見はございま

すか。 
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委員     【意見・質問等なし】 

中山会長    特にご意見等はないようですので、事務局案のとおりとしま

す。 

        最後は急ぎましたが、最後の条文まで審議することができま

した。ありがとうございました。最後に全体をとおしてご意見

等はございませんか。 

委員      先程の第８条の審議の中で、まちづくり推進組織の活動は、

地域の住民に限られたものではなくて、広く市民との関わりを

持つという、現状と今後の展望という点で、私なりの解釈です

が、少し説明を補足させていただきます。このことは、第８条

第２項の「運営ルールを明確にし」という中で、各地区の運営

ルールを規約や活動方針で定めていただき、活動していただく

ことだと考えます。第８条第３項、第４項のところは、あくま

でもまちづくり推進組織と地域の住民のことを言っているに過

ぎないので、その範囲で、委員のご指摘の今後のまちづくり推

進組織の活動の展望と矛盾するものではないと考えます。従い

まして、ここは、このままで良いと考えます。 

        私は、この条例で素晴らしいと思うところは、子どもを定義

して子どものまちづくりへの参加を明記したところだと思いま

す。子どもは、義務教育や家庭教育等の中で、なかなかまちづ

くりには参加しにくいものです。そこのところを大人が意識す

るということは、次代を担う子どもにとって、大変良いことだ

と思います。そこで提案ですが、この審議会でも若者に参加し

てもらっていますが、次代を担う若者に「まちづくりに参加し

ていいんだよ。」とか「期待されているんだよ」というような条

文があっても良いと思います。例えば第９条「子ども」の次に

第１０条「若者」“若者（市民のうち、１８歳から３０歳未満の

者をいいます。）は、地域社会の一員として自覚を持ち、まちづ

くりに参加することが望まれます。”というような条文を作るこ

とはどうでしょうか。或いは、子どもの条文と書きぶりを揃え

ても良いかもしれません。おせっかいと言われてしまうかもし

れませんが、地元の皆さんのお考えがどのようかお聞きしたい

と思います。 

委員      私は実際、まちづくり活動に携わっていて、先程、他の委員

からも発言がありましたが、最近は、中京学院大学の学生さん

や「東濃ぶれんどう」という若者中心の市民団体ですが、県外
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の若者も協力してくれていて、活動を行っています。最近の若

者は、我々とは考え方が違うので、地域が変わってきています

し、大変役立っているというか、お世話になっている状況です。 

委員      これまでは、ベテランが道を開き、若者がそれを受け継ぐと

いう関係があったと思うのですが、これからは、若者たち自身

が市民としての自覚を持って、自発的に地域の課題や活性化の

ために公共的な役割を担っていっていいんだよということをこ

の条例で訴えたらどうでしょうか。 

中山会長    大変よい提案です。若者の意見を聞きたいです。 

委員      瑞浪市に住んでいながら、大学は名古屋の方に通っています。

成人式の実行委員をやっていましたが、これまではこういう機

会もなく過ごしていました。こういう条例ができると、同級生

や友達もまちづくりに参加しやすくなると思います。 

委員      子どもの参加が条例に入っていて、１８歳未満となっている

と、１８歳以上の私たちは「参加しなくていいのかな。」と思っ

てしまうので、条文に入っていると参加しやすくなると思いま

す。この意見には賛成です。 

中山会長    それでは、条文の文面は事務局の方で検討してもらいます。 

委員      是非とも前文に記述して欲しいです。 

委員      確かに前文には子育て世代と高齢者の記述はありますが、子

どもや若者世代の記述がないので、記述を加えるべきだと考え

ます。前文は、この条例の基本的な理念を記述しないといけな

いところなので、私も入れるべきだと思います。また、第９条

のところで子どもと若者を一緒に記述しても良いかもしれませ

ん。 

中山会長    事務局どうですか。 

事務局     ただ今の皆さんのご意見を踏まえまして、中山会長やご意見

をいただいた委員と調整を図り記述することとします。ご一任

いただけますでしょうか。 

中山会長    それでは、若者についても記述するということとします。 

        時間も迫ってきましたが、これをもちましてパブリックコメ

ント前の条例案とします。一部調整が必要なところはございま

すが、事務局が調整するということですのでよろしくお願いし

ます。条例案は、市の法令審査委員会での審査やパブリックコ

メントで市民の皆さんからの意見を受けて変更される可能性が

ありますのでご了承ください。また、最終的な条例案は、あく
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までも市長が議会に上程することとなっています。審議会での

役目は、条例案を審議し、市長に答申するところまでとなりま

すので、この点につきましてもよろしくお願いします。 

 

５．その他 

 今後の予定について 

中山会長   それでは、レジメの５．その他、今後の予定についてですが、

事務局より説明をお願いします。 

事務局   【資料 3 に基づき説明】 

次回第４回の審議会は、委員の皆さんのご都合を伺い、夜の開催

の方が良いと思いますので、「１２月１６日（火）午後７時からこの

場所で」ということでいかがでしょうか。 

中山会長   事務局より提案がありましたが、どうでしょうか。 

委員    【異議なし】 

中山会長   それでは、次回、第４回まちづくり条例審議会は、１２月１６

日（火）午後７時から午後９時まで、場所は市役所ということでお

願いします。次回は最終審議ということです。市長への答申のため

のまちづくり基本条例案に一定の結論を出すということになりま

す。この答申をもって私たちの役割は終了ということになりますの

で、よろしくお願いします。 

       本日の最後は、山内副会長のあいさつで終えたいと思います。

山内副会長お願いします。 

山内副会長   本日は、長時間に渡り活発な審議をしていただきました。い

ろんなご意見、ご指摘をいただきました。次回が最後の審議会に

なりますが、答申のための条例案を作成することになりますので、

ご協力をお願いします。本日は、お疲れ様でした。ありがとうご

ざいました。 

        

６．閉会 

 

 

 


